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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

白
水
井
路
土
地
改
良
区 

竹
田
市

令
二
・　

七
・
二
九

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

宇
佐
市
院
内
町
小
平
字
屋
敷
ノ
上
六
八
番
、
六
九
番
、
七
〇
番
一
・
七
二
番
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て

　

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
屋
敷
ノ
上
六
八
番
・
七
〇
番
一
・
七
二
番
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に

　
　
　

限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
山
国
町
槻
木
字
桑
原
一
四
八
四
番
、
一
四
八
五
番
一
、
一
四
九
五
番
一
、
一
四
九
五
番
二
、
一

　

四
九
七
番
、
一
四
九
八
番
一
か
ら
一
四
九
八
番
三
ま
で
、
一
四
九
九
番
、
一
五
〇
〇
番
、
字
焼
尾
二
六
四

　

六
番
、
二
六
五
二
番
、
二
六
五
六
番
三
、
二
六
五
九
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

（
告
示
）



令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
報

二

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
桑
原
一
四
八
五
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
四
九
八
番
二
、
一
四
九
八
番

　
　
　

三
、
一
四
九
九
番
、
一
五
〇
〇
番
、
字
焼
尾
二
六
四
六
番
・
二
六
五
二
番
・
二
六
五
六
番
三
（
以
上

　
　
　

三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
金
吉
字
飛
瀬
三
九
二
一
番
、
三
九
二
六
番
、
三
九
二
七
番
、
三
九
四
七
番
か
ら

　

三
九
五
〇
番
ま
で
、
三
九
五
二
番
、
三
九
五
九
番
、
字
飛
瀬
ノ
上
三
九
六
八
番
か
ら
三
九
七
三
番
ま
で
、

　

字
大
勢
三
九
八
〇
番
、
三
九
八
一
番
、
三
九
八
二
番
一
、
三
九
八
四
番
か
ら
四
〇
〇
四
番
ま
で
、
四
〇
一

　

二
番
三
、
四
〇
一
三
番
、
四
〇
一
四
番
、
字
向
ノ
平
四
〇
一
五
番
か
ら
四
〇
一
八
番
ま
で
、
四
〇
二
〇
番

　

か
ら
四
〇
二
四
番
ま
で
、
四
〇
二
六
番
か
ら
四
〇
三
一
番
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（
告
示
）

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県

　

北
部
振
興
局
並
び
に
中
津
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
字
イ
ン
ノ
谷
六
九
四
番
、
六
九
七
番
、
六
九
八
番
一
か
ら
六
九
八
番
三
ま

　

で
、
六
九
九
番
か
ら
七
〇
六
番
ま
で
、
七
〇
七
番
一
、
七
〇
七
番
二
、
七
〇
九
番
か
ら
七
一
七
番
ま
で
、

　

七
一
九
番
、
七
二
一
番
、
七
二
二
番
、
七
二
四
番
、
七
二
五
番
一
、
七
二
五
番
二
、
七
二
六
番
か
ら
七
二

　

八
番
ま
で
、
七
二
九
番
三
、
七
三
〇
番
、
七
三
九
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
寺
屋
敷
七

　

八
九
番
、
七
九
〇
番
、
七
九
三
番
、
字
ヒ
ナ
タ
ヘ
ラ
八
〇
二
番
・
八
〇
三
番
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次

　

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
八
〇
四
番
、
八
一
一
番
、
八
一
二
番
、
八
一
四
番
一
、
八
一
四
番
二
、

　

八
一
五
番
か
ら
八
一
八
番
ま
で
、
八
二
〇
番
か
ら
八
二
二
番
ま
で
、
八
二
四
番
、
八
二
六
番
、
八
三
二
番

　

二
、
八
三
三
番
か
ら
八
三
五
番
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
イ
ン
ノ
谷
七
二
九
番
三
・
字
寺
屋
敷
七
八
九
番
・
字
ヒ
ナ
タ
ヘ
ラ
八
〇
三
番
・
八
〇
四
番
・
八

　
　
　

三
四
番
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種



令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
報

三

（
告
示
）

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

佐
伯
市
字
大
谷
二
七
九
七
番
一
・
二
七
九
七
番
二
・
二
七
九
八
番
・
二
八
〇
二
番
か
ら
二
八
〇
五
番
ま

　

で
・
二
八
〇
七
番
か
ら
二
八
〇
九
番
ま
で
・
二
八
一
二
番
・
二
八
二
〇
番
・
二
八
九
四
番
一
（
以
上
十
三

　

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
七
九
四
番
か
ら
二
七
九
六
番
ま
で
、
二
八
〇
六
番
、

　

二
八
一
〇
番
一
、
二
八
一
〇
番
二
、
二
八
一
一
番
、
二
八
一
三
番
か
ら
二
八
一
五
番
ま
で
、
二
八
九
四
番

　

三
、
二
八
九
五
番
、
二
八
九
六
番
、
字
大
谷
口
二
七
九
九
番
、
二
八
〇
〇
番
、
二
八
九
七
番
、
二
九
四
七

　

番
、
字
岡
山
二
八
九
二
番
一
、
二
八
九
二
番
六
、
二
八
九
二
番
七
、
二
八
九
二
番
一
三
、
字
臼
坪
二
八
九

　

三
番
一
、
二
八
九
三
番
二
、
二
八
九
三
番
五
か
ら
二
八
九
三
番
一
二
ま
で
、
二
八
九
三
番
二
〇

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
大
谷
二
八
〇
六
番
、
二
八
〇
七
番
か
ら
二
八
〇
九
番
ま
で
・
二
八
一
〇
番
一
・
二
八
一
一
番
・

　
　
　

二
八
一
二
番
・
二
八
九
四
番
一
・
二
八
九
五
番
・
二
八
九
六
番
・
字
大
谷
口
二
七
九
九
番
・
二
八
〇

　
　
　

〇
番
・
二
八
九
七
番
・
字
臼
坪
二
八
九
三
番
七
（
以
上
十
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に

　
　
　

限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

佐
伯
市
蒲
江
大
字
西
野
浦
字
大
谷
一
四
四
六
番
、
一
四
四
七
番
、
一
四
四
八
番
一
、
一
四
四
八
番
二
、

　

一
四
五
五
番
一
か
ら
一
四
五
五
番
三
ま
で
、
一
四
五
六
番
か
ら
一
四
五
九
番
ま
で
、
一
四
六
一
番
か
ら
一

　

四
七
五
番
ま
で
、
一
四
七
六
番
一
、
一
四
七
八
番
一
、
一
四
八
〇
番
か
ら
一
四
八
三
番
ま
で
、
一
四
八
四

　

番
一
、
一
四
八
五
番
、
一
四
八
六
番
、
一
四
九
五
番
一
、
一
四
九
九
番
、
一
五
〇
〇
番
、
一
五
〇
六
番

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
大
谷
一
四
五
九
番
・
一
五
〇
〇
番
・
一
五
〇
六
番
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部

　
　
　

分
に
限
る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。



令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
報

四

（
告
示
・
公
告
）

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

由
布
市
庄
内
町
渕
字
小
藤
二
九
二
八
番
四
、
二
九
二
八
番
六
、
二
九
二
九
番
一
、
二
九
三
〇
番
三

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
小
藤
二
九
二
九
番
一
・
二
九
三
〇
番
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

　
　
　

る
。
）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産

　

部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局
並
び
に
由
布
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

　

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
別
府
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
供
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

二　

別
府
港
の
㈡
概
要
の
表
中

「

を

Ｌ
―
二
―
九

緑
地

一
、
〇
八
〇
・
八
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

」

「

Ｌ
―
二
―
九

緑
地

一
、
〇
八
〇
・
八
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

」

Ｌ
―
二
―
一
〇

緑
地

一
九
、
〇
〇
〇
・
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

餅
ヶ
浜
海
浜
公
園

に

Ｌ
―
二
―
一
一

緑
地

一
一
、
五
八
五
・
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

改
め
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
実
施
す
る
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

試
験
日
時

　
　

令
和
二
年
十
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二　

試
験
場
所

　
　

大
分
市
高
江
西
一
丁
目
四
千
三
百
六
十
一
番
十　

大
分
県
産
業
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
第
一
研
修
室

三　

試
験
科
目

　
　

採
石
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の

　

八
に
規
定
す
る
科
目

四　

受
験
手
続

　

１　

提
出
書
類

　
　

㈠　

受
験
願
書
（
規
則
様
式
第
九
）

　
　

㈡　

写
真
一
葉
（
手
札
形
と
し
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の

　
　
　
　

裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

　

２　

書
類
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　
　

㈠　

受
付
期
間

　
　
　
　

令
和
二
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
り
書
類
を
提
出
す

　
　
　

る
場
合
は
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

　
　

㈡　

受
付
時
間



令
和
二
年
八
月
十
一
日

大
分
県
報

五

（
公
告
）

　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

　

３　

書
類
の
提
出
先

　
　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一
）

　
　
　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
工
業
振
興
課

　

４　

受
験
手
数
料

　
　
　

八
千
百
円
の
大
分
県
収
入
証
紙
を
受
験
当
日
受
付
に
提
出
す
る
こ
と
。

　

５　

そ
の
他

　
　
　

そ
の
他
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
工
業
振
興
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

五　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

　

１　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
状
況
に
よ
っ
て
は
、
試
験
の
延
期
や
中
止
の
可
能
性
が
あ
る
。

　
　

そ
の
際
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
知
ら
せ
る
。

　

２　

試
験
当
日
は
、
感
染
予
防
の
た
め
、
必
ず
マ
ス
ク
を
持
参
し
、
及
び
着
用
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　
　

国
東
市
武
蔵
町
成
吉
字
城
八
百
三
番
ほ
か
六
筆
及
び
八
百
十
番
ほ
か
六
筆
の
各
一
部
並
び
に
八
百
四
十

　

一
番
二
ほ
か
一
筆
の
各
地
先
里
道
並
び
に
武
蔵
町
古
市
字
城
ノ
西
千
四
百
三
十
二
番
ほ
か
一
筆
、
字
城
千

　

四
百
五
十
二
番
ほ
か
一
筆
並
び
に
字
中
尾
千
四
百
七
十
二
番
四
ほ
か
一
筆
（
二
工
区
）

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

三
万
九
千
九
百
五
十
九
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

国
東
市
国
東
町
鶴
川
百
四
十
九
番

　
　
　

国
東
市
長　

三　

河　

明　

史

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日


